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令和２年度事業計画 

■  要 旨   

 

 公益財団法人呉市文化振興財団（以下「財団」という。）は、特例民法法人呉市文化振興財団から平成２４(2012)

年４月１日付けで公益目的の芸術文化振興活動を行う財団となりました。また、この公益目的での事業活動として呉

市文化ホール（呉信用金庫ホール（以下「文化ホール」という。））、呉市民ホール(くれ絆ホール（新日本造機ホール））

(以下「市民ホール」という。)及び呉市立美術館（以下「美術館」という。）の指定管理者の指定を呉市より受託い

たしました。 

 令和２年度の事業計画は、財団が行う事業活動を公益目的事業活動及び芸術文化活動 

支援事業に区分したうえで、文化ホール、市民ホールと美術館での事業活動を公益財団法人の認定申請で分類した内

容にしたがい整理しています。 

 特に広島県内のマスコミ各局の協力を得て鑑賞事業の拡充を行い広く市民に鑑賞機会の提供の充実に努めていま

す。 

この事業計画では、文化ホール、市民ホールを拠点とする舞台事業や育成事業、美術館を拠点とする展覧会による

鑑賞事業や教育普及事業及び呉市の文化振興を目的に財団が行う公益目的事業活動としてアウトリーチ事業（出前公

演や美術ワークショップなど）のほか、芸術文化活動支援事業にあたる文化ホール・美術館の施設紹介や利用促進の

公益目的活動などをまとめています。 

また、この事業計画は、公益目的事業活動を行う財団として認定された、財団の事業活動を広く一般に情報公開す

る目的で整理したものです。 

 

 

［基本方針］ 

 財団は、市民の文化活動の振興に関する事業を行い、市民文化の向上発展に寄与することを目的に芸術文化振 

興事業及び芸術文化活動支援事業の事業計画を以下の３点を軸に策定します。 

（１）公益目的事業と収益事業等の明確な区分を行って文化振興活動に取り組みます。 

（２）新制度下での公益法人法制・税制・会計にふさわしい取り組みを一層進めます。 

（３）公益財団法人のガバナンスの整備に取り組みます。 

 

 

［事業ごとに主な点をあげると、次のとおりです］ 

□芸術文化振興事業    

        芸術文化振興事業の主な取り組みは、地域内の市民に加え、広く県内のみなさまを対象にすぐれた舞台芸術、

芸術作品に触れる機会の提供を目的に芸術性にすぐれた公演や展覧会を開催することで芸術に親しんでいただ

き、芸術文化の振興を目指します。 

具体的には、文化ホール、市民ホールの舞台事業のほかアウトリーチによる文化活動や美術館での展覧会鑑

賞事業や教育普及事業に加えて広報普及活動を公益目的事業として取り組みます。 

 

□芸術文化活動支援事業   

    芸術文化活動支援事業の主な取り組みは、財団が呉市より文化ホール、市民ホール及び美術館の指定管理を
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受託し、施設の条例及び規則にもとづき、公平・公正に施設を貸与し地域内住民の芸術文化活動の支援を行う

ものです。 

文化ホール、市民ホールでの公益目的と非公益目的の貸与は、分類基準（※Ⅰ法人の事業体系と公益・非公

益の基準４頁参照）によって区分され、公益目的以外（営利目的や芸術文化以外の目的）の貸与については、利

用者支援事業としてその他の事業に位置づけます。美術館での貸与は、条例の規定により美術に関する公益目的

での貸与となることから分類基準は設けません。 

具体的には、公益目的事業１に該当する公益目的での施設貸与並びに施設管理、その他の事業に該当する文

化ホール、市民ホールでの非公益目的での施設貸与並びに施設管理です。また、その他の事業には、施設利用者

サービスの為の販売事業として自動販売機の設置・チケット委託販売・友の会運営事業があります。 

 

□財団の管理運営    

財団の管理運営では、基本方針で記載した（２）新制度下での公益法人法制・税制・会計にふさわしい取り 

組みを一層進めること。（３）公益財団法人のガバナンスの整備に取り組むことに加えて情報開示の整備があ 

げられます。 

    具体的には、移行認定後の行政庁の法律による監督と定期提出書類による審査が適正に受けられる財団の報 

告体制、税制への対応や会計システムの導入、日常業務での財務や出納の管理等をあげることができます。 
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Ⅰ 財団の事業体系と公益・非公益の基準 

（１）財団の事業体系と文化ホール等の公益・非公益の事業分類の基準 

   

※公益と非公益の分類基準に照らした配賦割合で算出 

※利用者への利便性が高く収益額の算定が容易なもの 

● 施設貸与の分類は、文化及び芸術の振興を目的とする利用であるものを当法人の 

公益目的事業とする 

● 学校関係の行事のうち芸術文化に関するものを当法人の公益目的事業とする 

● 行政が主体的に行う事業又は基準に照らし共催・後援を認めたもののうち 

芸術文化に関するものを当法人の公益目的事業とする 
● 民間事業者が行う収益目的で行う事業・文化芸術を離れた使用は非公益とする。 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

■利用者支援事業（他１） 
文化ホール等の利用者の利便性向上を支援 
するために行うその他事業 
●事業内容・・・（他１） 
●事業分類基準の設定あり 

公益財団法人 呉市文化振興財団の事業体系 

イ）美術館で行う公益目的事業 

ウ）広報・普及活動事業 

文化ホール等における公益目的事業の管理運営事業 

（他１）施設利用者の利便性向上に資する事業 

事業分類の 
方針 

法 

  

人 

  

の 

  

事 

  

業 

ア）文化ホール等で行う公益目的事業 

公益・非公益の分類方針 

事業の具体例 （2009－10年より） 分類の基準    ※（有料を含む） 分類 

■芸術文化振興事業 （公１） 
文化ホール及び呉市立美術館等並びに呉市 

 
の地域内において行う、呉市民の文化活動 
の振興に関する事業 
●事業内容・・・（公１） 

■芸術文化活動支援事業 （公１） 
文化ホール及び呉市立美術館等で行われ 
る公益目的事業に関する管理運営事業 
●事業内容・・・（公１） 
●事業分類基準の設定あり 

公 益 

非公益 

団体が主催する事業で入場制限がないもの 

バレエ・ピアノ教室などの発表会で入場制限がないもの 

対象を限定した公演のうち対象者が広く一般に開放されているもの 
学校行事で行われる演奏会・芸術鑑賞会 

行政が行う事業又は共催・後援等の行事のうち芸術文化に関するもの 

友の会事業 

石原バレエ教室ダンスソネット・リトルミュージシャン 
呉少年合唱団・呉混声合唱団などの公演 

 

 
営利を目的とした民間事業者の主催する公演 梅沢劇団公演・氷川きよし公演など 

 

公 
益 

非 
公 
益 

芸術文化以外の内容で利用する事業 リフォームフェア・医療機器展示会など 

対象が限定された公演 朝日ファミリー劇場 

行政が行う事業のうち芸術文化以外のもの 公衆衛生大会・市制記念式典など 

呉市民劇場・民主音楽連盟などの公演 

美 術 館 に お け る 公 益 目 的 事 業 の 管 理 運 営 事 業 

※呉市立美術館条例により公益目的以外の使用はありません 
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Ⅱ 芸術文化振興事業 （定款 第４条第１項第１号並びに第２号事業） 

       文化ホール及び美術館等並びに呉市の地域内において行う、呉市民の文化活動の振興に関する公益目的事

業。 

 

１ 文化ホール等で行う公益目的事業（公益目的事業１） 

     文化ホール等で行う公益目的事業は、以下の通り（１）鑑賞事業、（２）普及事業、（３）育成事業に 

区分され各事業の特質をいかす公益文化活動として実施いたします。 

 

（１）鑑賞事業                     

 

 

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 

 

全国公立文化施設協会 

松竹大歌舞伎 

 
 

 

会期 ４月１８日（土） 

会場 文化ホール 

 

 

文化ホールが恒例の事業として続ける歌

舞伎公演。全国公立施設協会歌舞伎公演西

コース。豪華な役者による演目を上演。 

２ 

 
呉信用金庫ホール 
ネーミングライツパート
ナー記念事業 

 

綾戸智恵LIVE2020 

 

会期 ５月３０日(土) 

会場 文化ホール 

 

令和２年３月７日(土)の振替公演。自由な

発想でステージを作ってきた綾戸智恵が

繰り広げる明るく元気で格好いいコンサ

ート。 

３ 

 

名取裕子朗読 

宮沢賢治「風の又三郎」 

 

会期 １１月２０日(金) 

会場 文化ホール 

平成２７年度「セロ弾きのゴージュ」、平

成２９年度「銀河鉄道の夜」に続く初演三

作目「風の又三郎」を開催。 

４ 

 

2021くれニューイヤー 

コンサート 
 

 

会期 １月１７日(日) 

会場 文化ホール 

 

文化ホール恒例の年明けを飾る広島交響

楽団のコンサート。 

５ 

 

ポップスコンサート 

 

調整中 
 

 

 

目  的 

芸術文化を地域内の住民に普及し根付かせることを目指して、地域内や広く県内の

一般住民を対象にすぐれた舞台芸術にふれる機会を提供することを目的に芸術性

に優れた公演を開催することで芸術に親しんでいただき、もって芸術文化の振興を

目指します。 

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため 

中止となりました。 
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（２）普及事業（①主催事業、②共催・提携公演事業）      

 

 

 

 

 

 

① 主催事業                      

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 

 

グランドピアノ 

一般開放 

会期 年度で複数回の予

定で開催 

会場 文化ホール 

   市民ホール 

文化ホールと市民ホールが所有するグランド

ピアノを市民に開放し利用頂く一般参加型企

画。 

２ 

 

 

バックステージツアー 

 

会期 年度で2回の予定で 

開催 

会場 市民ホール 

ホールを使った芸術文化振興の啓発活動。舞

台の出来るまでを体験型の企画として実施。

終了後に地元アーティストなどによるミニコ

ンサート等を企画。 

３ 

 

 

防災啓発事業  

第8回呉信用金庫ホール 

防災フェア 

 

 

 

会期 ９月１５日(火) 

会場 文化ホール 

 

コンサート入場者が避難訓練に参加する市民

参加型の企画。平成２８(2016)年度より、市

消防署の企画協力で体験コーナーを拡充した

ことで「文化ホール防災フェア」を冠に避難

訓練コンサート及び講演会を開催。出演者調

整中。 

 

 

４ 

 

 

 

呉信用金庫ホール 

オープンデイVol.１ 

～音楽を楽しんで

KURE2020～ 

 

会期 １０月１８日（日） 

会場 文化ホール 

    

ホールの各部屋で色んな企画を開催。ワーク

ショップやバックステージツアー、楽器の演

奏体験やホールでのコンサートなど、子ども

から大人の皆さまに、音楽を楽しんでもらう

１日を企画。 

５ 

 

チェンバロコンサート 

（体験講座含む） 

 

会期 年度で1回の予定で 

開催 

会場 文化ホール 

平成２６(2014)年に寄贈された楽器を活用し

て行う事業企画。古楽器の音色を楽しむ鑑賞

事業と市民参加型事業をコラボレーションす

る企画。 

６ 

 

 

まちかど公演 

(コンサート・寄席) 

 

会期 年度で 10 回予定に

て開催 

会場 市内の公共施設 

など 

暮らしの中に文化芸術を定着させる事を目的

に文化ホールを飛び出して呉市内のまちづく

りセンター・劇場などに出向く事業。コンサ

ートでは愛音の会、オーディションで選ばれ

た登録アーティストが出演し、若手演奏家に

演奏の機会を設ける。 

寄席はジャンボ衣笠ほか出演。 

７ 

アウトリーチ事業 

登録アーティスト等に

よる洋楽アーティスト

派遣事業 

 

会期 年度で10校15コマ 

の予定で開催 

会場 市内の小学校など 

オーディションで選ばれた登録アーティスト

と財団職員と実施校が三位一体となってオー

ダーメイドで企画するワークショップ。 

目  的 

普及事業は①主催事業と②共催・提携事業に区分され①の主催事業では、財団の専

門性をいかしながら市民の参加や体験を通じた芸術文化の振興を目的として事業

を企画。②の共催・提携事業では、報道機関や公演企画団体と共催し、事業を実施

することで事業実施の円滑化と広報活動の簡略化をもって地域内の芸術文化の普

及に努めます。 
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② 共催・提携公演（共催・提携関係のみ記載）        

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 

 

第 37回中国ユース音楽

コンクール《ピアノ部

門》呉地区予選 

 

 

 

会期 ７月４日（土） 

会場 文化ホール 
中国新聞社 

同コンクールの呉地区予

選。金賞受賞者は、本選へ。

更に最優秀受賞者の中か

ら1名をは全国新聞社音楽

コンクール「交流の響き」

に推薦します。次代を担う

若き音楽家の登竜門。 

 

２ 2020新人コンサート 

 

 

 

会期 ７月５日（日） 

会場 文化ホール 

呉市音楽家

協会 

音楽関係の学校を卒業し

た人達に演奏発表の機会

を提供する。昭和61年度

から開催しており、今回は

34回目。出演募集対象地域

は呉市及び呉市近郊とす

る。 

 

３ 

TSSテレビ新広島開局45周

年記念 アルキメデスの大

戦 

 

 

会期 ７月１９日（日） 

会場 文化ホール TSSテレビ 

新広島 

数学で戦争を止められる

のか。戦後７５年に当たる

２０２０年、戦艦大和の故

郷でもある呉での公演を

実現した舞台です。 

 

４ 
仮面ライダースーパー

ライブ2020呉公演 

 

会期 ７月２３日（木・祝） 

会場 文化ホール 

広島ホーム

テレビ 

大人気の「仮面ライダー」

の本格アクションステー

ジ。 

 

５ 
広島交響楽団    

第３０回呉定期演奏会 

 

会期 ７月２６日（日） 

会場 文化ホール 

(公社)広島

交響楽協会 

中国新聞社 

広島交響楽団と文化ホー

ルがクラシック愛好家に

お届けする恒例の企画。 

６ 

恐竜どうぶつ園2020 

～Ｅｒｔｈ’ｓＤｉｎ

ｏｓａｕｒＺｏｏ～ 

 

会期 ８月２１日（金） 

会場 文化ホール 
TSSテレビ 

新広島 

オーストラリア発の家族

みんなで楽しめる恐竜パ

ペットショー。 

７ 

ＮＨＫ全国学校音楽コ

ンクール広島県コンク

ール 

 

会期 ９月１２日（土） 

９月１３日（日) 

会場 文化ホール 

ＮＨＫ広島

放送局 

小中高の各部門で行う合

唱コンクール。広島県内の

学校単位の参加で、課題曲

と自由曲の２曲を演奏。 
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８ 

藤井清水音楽祭Vol．19 

～国際音楽の日 

コンサート～ 

 

会期 １０月１１日(日) 

会場 文化ホール 

藤井清水音

楽祭実行委

員会 

呉市出身の偉大な作曲家

を顕彰し、地元での事業展

開を起点に藤井清水の情

報発信を行うもの。 

９ 

ＮＨＫ公開番組 

新・ＢＳ日本のうた 

〈ＢＳプレミアム〉 

 

会期 令和３年２月４日(木) 

会場 文化ホール ＮＨＫ 

ＮＨＫ公開番組「新・ＢＳ

日本のうた」が開催されま

す。素晴らしい名曲の数々

を豪華な出演者がお届け

します。 
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（３）育成事業                      

 

 

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 
呉シティ・ウィンド・ア

ンサンブル定期演奏会 

 

会期 年間2回の定期 

演奏会を予定 

会場 文化ホール 

自治体広報やＨＰなどで募集した地域内

の音楽を愛好する住民によって結成され

た吹奏楽団の定期演奏会。 

 

２ 

呉シティ・ウィンド・ア

ンサンブル クリニッ

ク 

 

会期 年間1回実施 

会場 文化ホール 

同吹奏楽団のメンバーの演奏技術向上を

育成プログラムと同団より、申請されたパ

ートから毎年３パート(予定)の研修会を

行う。講師には、広響メンバーなどを派遣。 

 

３ 愛音の会定期演奏会 

会期 年間1回の定期演奏 

会を予定 

会場 文化ホール 

愛音の会は、新人コンサート出演者で構成

される会として人材や団体の育成を行う

事業として位置づける。 

 

 

目  的 

次代の演奏家の育成や地域内の鑑賞人口の拡大に取り組む事業を企画・実施するこ

とにより、人材や団体の育成を行い将来の文化活動の振興に向けた基盤作りを行い

ます。また、芸術文化に積極的にかかわる住民の活動を支援するため、各種団体を

育成します。 
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 ２ 美術館で行う公益目的事業 （公益目的事業１）  

     美術館で行う公益目的事業は、以下の通り（１）展覧会鑑賞事業、（２）教育普及事業、 

（３）育成事業に区分され各事業の特質をいかす公益文化活動として実施いたします。 

 

 （１）展覧会鑑賞事業  

 

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数 など 

１ 

特別展 

「高橋由一から藤島武

二まで 

日本近代洋画への道 

－山岡コレクションを 

中心に－」 

 

 

 

 

 

 

会期 7月4日（土）～ 

8月23日（日） 

＜会期44日＞ 

会場 美術館 

明治維新の開国に伴い、油彩画などの西

洋絵画が本格的に日本にもたらされる

ようになり、西洋の写実的な表現に魅了

された日本人画家たちは、油彩画の技法

や画材を苦心惨憺の上獲得して日本近

代洋画の道を切り開いた。 

本展では初期洋画の宝庫として知られ

る実業家の山岡孫吉（1888～1962 年、

ヤンマーディーゼル創業者）が収集した

山岡コレクションを中心に、日動美術財

団が所有する約 70 作家、186 点の秀作

を紹介する。 

日本洋画の父と言われる高橋由一をは

じめとして、黒田清輝、青木繁、藤島武

二など日本洋画草創期の巨匠の作品を

展覧することにより、上質な美的体験と

ともに美術史の基礎的な知識・教養を学

ぶ機会を提供する。 

２ 

特別展 

「視覚を超えて 

盲目の芸術家 八田豊

展―９０歳、さらなる挑

戦―」（仮） 

 

 

会期 9月5日（土）～ 

11月3日（火・祝） 

＜会期52日＞ 

会場 美術館 

八田豊（1930年～）は福井県越前市を

拠点に活動する現代美術家。20代から芸

術家として活動してきたが、50歳ごろか

ら視力が低下し失明。それでも苦難を乗

り越えて創作活動を継続し、国内外から

高い評価を受けるまでになった。前衛的

な創作姿勢が根本にあり、描くことから

刻むことへ、失明後は聞く造形や触覚の

造形へと変遷した。また、地元の伝統文

化や産業とも連携した地域振興として

の現代美術運動を牽引した。 

東京パラリンピック開催にも関連させ、

本展では八田豊による現代美術の多様

目  的 

芸術文化（美術）の振興を図るために、優れた美術品の鑑賞機会を提供します。展

示に当たっては作品の芸術性や作者の制作意図など、鑑賞者が理解を深めることが

できるよう努めてまいります。 
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な表現を歴史的視点に立って展覧する

とともに、作家の困難に打ち勝つ不屈の

生き様を紹介する。 

３ 

収蔵企画展 

「この世界の片隅に」マ

ンガ原画展 

会期 

4/29(水･祝)～6/7（日）

＜会期35日＞ 

『この世界の片隅に』全原画を展示し、

郷土・呉に対する理解と誇りを深める。 

４ 

コレクション展 

Ⅰ １階：写真コレクショ

ン「海と共に生き

る」を中心に 

（２階：収蔵企画展） 

Ⅱ 没後４０年水船六洲

展・版画作品展 

Ⅲ 女性作家展・益井三重

子受贈記念展     

会期 年度で 3-4 回の予定で

開催 

Ⅰ: １階 

4/29(水･祝)～6/21(日) 

＜会期47日＞ 

（２階：収蔵企画展） 

Ⅱ:12/12(土)～  2/14(日) 

   ＜会期51日＞ 

Ⅲ：2/20(土)～  4/18(日) 

＜会期50日＞ 

会場 美術館 

近現代を中心に、呉ゆかりの作家をはじ

めとした幅広い所蔵作品を、様々な視点

から捉え、テーマに基づいた展示・公開

を継続する。 
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（（２）教育普及事業 

（① 実技講座 ②鑑賞事業 ③館内ワークショップ事業）                                 

 

 

 

    ①実技講座                

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 

実技講座 

(美術入門教室アラカ

ルト) 

 

会期 前期・後期 

会場 美術館 

講師 呉ゆかりの創作家によ

る複数講座（工芸・イ

ラスト等） 

各種の創作活動への導入として、初心者が

気軽に参加しやすい入門教室を実施し、美

術の裾野を広げる。 

前期（4月～9月）、後期（10月～3月）に

分けて各 2～3 コースずつ計画し、募集す

る。 

２ 美術講座 

 

 

会期 通年 

会場 美術館 

美学・美術史・美術評論・美術鑑賞法・材

料学・技法論など美術に関する学術的知

識・教養を身近に学ぶことができる講座を

美術館職員や外部講師を招いて年間6回程

度実施する。 

３ 学校連携促進事業 通年 

小・中・高等学校の図工及び美術科担当教

諭との意見交換会を設け、学校現場におけ

るニーズ調査を行う。美術館教育の専門家

を招致して美術館の教育的活用への理解

を深める場を設ける。美術館が有する人材

や資源（作品など）を活用した教育普及事

業を調査・研究し、考案・試行する。 

 

    ②鑑賞事業 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 

特別展 

学校連携事業 

（団体鑑賞） 

 

会期 特別展期間中 

会場 美術館 

展覧展の開催に合わせて、市・県内の小中

学校、高校・大学からの団体鑑賞を広く受

入れ、参加者の年齢層に合わせた、学芸員

の展示作品解説やワークシートの活用等

の工夫により、美術に対する興味・関心、

理解を深める事業。 

２ 

コレクション展（Ⅰ，Ⅱ，

Ⅲ）学校連携事業 

（団体鑑賞） 

会期 コレクション展 

期間中 

会場 美術館 

３ 学校連携促進事業 通年 

小・中・高等学校の図工及び美術科担当教

諭との意見交換会を設け、学校現場におけ

るニーズ調査を行う。美術館教育の専門家

を招致して美術館の教育的活用への理解

を深める場を設ける。美術館が有する人材

や資源（作品など）を活用した教育普及事

業を調査・研究し、考案・試行する。 

・出張授業（館蔵品をテーマとする鑑賞授

業等） 

目  的 
美術館を生涯学習の場として位置づけ、幅広い取り組みを行うことで、地域の芸術

文化（美術）の振興・普及に取り組みます。 
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・美術館内で行う教育普及活動（ワークシ

ョップ、教材やクイズを活用した鑑賞支援

等） 

４ 
地域の芸術家支援事業 

 

 

 

秋季（１ヶ月程度） 

呉美術協会、呉が創ったアートたち、野呂

山芸術村入村作家たち、あるいは、学校等、

呉市内や呉にゆかりのある創作活動をする

人々に呼びかけ、当館展示室を活用した展

覧会等の作家支援事業を企画・試行し、地

域の美術文化振興を図る。 

 

 

③ 館内ワークショップ事業 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 
コレクション展 

  ワークショップ 
コレクション展の会期中 

コレクション展の教育普及と賑わい創出

のため、コレクション展に因んだ創作ワー

クショップを開催する。講師は美協会員の

ほか、テーマに応じた講師を招聘する。 

２ 

特別展 

（近代洋画への道展） 

創作ワークショップ 

 

会期 ８月１日(土）予定 

会場 美術館 

展覧会に連動させた内容で開催。 

“写実”に挑戦！水彩画で夏野菜を描こう

（仮） 

３ 
特別展（八田豊展） 

ワークショップ 

会期 調整中 

会場 美術館 

特別展会期中，展覧会に連動させた内容で

開催。 

４ 地域の芸術家支援事業 展覧会の会期中 
展覧会会期中，展覧会に連動させた内容で

開催。 
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（３）育成事業 

（①美術館ボランティア育成 ②美術館支援者募集  

③地域連携事業 ）                                 

 

 

 

 

 

① 美術館ボランティア育成 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 
美術館ボランティア・ 

スタッフ育成事業 

 

 

任期 ４月～３月  

会場 美術館 

教育普及活動（学校団体鑑賞・ワークショ

ップ）、広報活動（チラシ等の発送業務）、

などの美術館業務並びに来館者サポート

活動の領域・内容拡充の支援を継続しま

す。 

 

② 美術館支援者募集   

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

1 
年間パスポート 

会員募集事業 

 

通年 
美術館のリピーター増に繋げる方策を検

討する。 

2 友の会 

 

通年 
美術館のリピーター増に繋げる方策を検

討する。 

 

③ 地域連携事業 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

1 モニター会議 

 

通年 
美術館の客観的評価に資するため、市民目

線から美術館の活動を評価してもらう。 

2 
呉市学芸員ネットワー

ク会議 

 

 

通年 

呉市の芸術文化の振興を図るため、専門職

である美術館・蘭島閣美術館・大和ミュー

ジアム等呉市内の学芸員の資質向上や業

務上の情報共有を図ることを目指す。 

 

 

目  的 

市民に愛され、利用される「開かれた施設」として、地域と一体となった文化事業

を推進します。美術館において能動的・主体的な活動の場を提供し、必要な支援を

行うことで、美術館ボランティアの自身の学びの深化に貢献します。 
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３ 文化ホール及び美術館等で行う広報・普及活動の公益目的事業 

（公益目的事業１）  

                               

 

 

 

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 年間事業のご案内 

○発 行：年 １回 

○部 数：１３，０００部 

○形 態：Ａ４サイズ、４ページ、全面カラー 

○内 容：年間の舞台事業の紹介、美術館特別展の紹介、育成団体の 

紹介、ホール貸館の紹介、「アウトリーチ」他財団公益目的事 

業の紹介、ＨＰの紹介、友の会募集告知など 

○配布先：呉市内公共施設及び周辺の文化施設、友の会会員、財団関 

係者、一般企業など 約１，５００箇所（友の会会員含む） 

２ 
文化ホール、市民ホー

ル、美術館情報誌 

○発 行：毎月 １回 

○部 数：４，０００部 （年間発行実績：４８，０００部） 

○形 態：Ａ４サイズ、８ページ 

○内 容：各施設事業、各施設貸館の案内、友の会入会案内、各施設 

行事案内、チケット取扱い情報、財団公益目的事業の紹介 

     地域の情報など 

○配布先：呉市内公共施設及び周辺の文化施設、友の会会員、財団関 

係者、一般企業など 約１，５００箇所（友の会会員含む） 

３ 文化ホールＨＰ 

○更 新：随時 速報内容の掲載（職員による随時更新） 

○内 容：公演情報、友の会情報、貸館案内、施設案内、協賛広告募集 

     施設利用状況の情報、公演カレンダー、チケット取扱い案内 

事業の実施報告、財団概要、他施設ＨＰへのリンクなど 

４ 美術館ＨＰ 

○更 新：随時 速報内容の掲載（職員による随時更新） 

○内 容：展覧会情報、関連イベント情報、市民ギャラリー貸出等案内、

施設案内、協賛広告募集、施設利用状況の情報、展覧会カレ

ンダー、収蔵品紹介、事業の実施報告、美術館概要、他施設

ＨＰへのリンクなど  

 

５ 市民ホールＨＰ 

○更 新：随時 速報内容の掲載（職員による随時更新） 

○内 容：公演情報、友の会情報、貸館案内、施設案内、協賛広告募集 

     施設利用状況の情報、公演カレンダー、チケット取扱い案内 

事業の実施報告、財団概要、他施設ＨＰへのリンクなど5 

 

目  的 

広報・普及活動は、当財団による芸術文化振興事業並びに芸術文化活動支援事業の

公益目的事業を補完する活動として位置づけ地域のネットワークやインターネッ

トを駆使して広く周知活動を行います。広報誌・ホームページ管理運営などさまざ

まな機会を捉えて広く周知活動を展開し呉市の芸術文化情報の発信力の向上と呉

市のイメージ定着に貢献します。 
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Ⅲ 芸術文化活動支援事業   （定款 第４条第１項第１号、第２号並びに第３号事業） 

     文化ホール及び美術館等について、当財団は呉市より指定管理を受託した施設の条例及び規則にもとづき、

公平・公正に施設を貸与し地域内住民の芸術文化活動を支援します。 

 

 １ 文化ホール・美術館等で行う指定管理者業務のうち    

公益目的での施設貸与並びに施設管理（公益目的事業１）    

   文化ホール、市民ホール及び美術館で行う指定管理業務での施設貸与により、地域内の住民の芸術文化活動

を支援します。 

 

（１）公益目的での施設貸与              

 

 

 

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 文化ホール 

○住  所：呉市中央三丁目１０番１号 

○施設概要：ホール（１，６２０席、車イス席６席含む）、楽屋１、 

楽屋２、楽屋３、楽屋５、楽屋６、控室１、展示室１、 

展示室２、多目的室、リハーサル室、練習室１、練習室２、 

練習室３ 

２ 市民ホール 

○住  所：呉市中央４丁目１番６号 呉市役所１階 

○施設概要：ホール（５８１ 席 車椅子席６席含む）、楽屋１、 

      楽屋２、楽屋３、楽屋４、多目的室 

３ 美術館 

○住  所：呉市幸町入船山公園内 

○施設概要： 本館 第１展示室（最大６分割が可能） 

第２展示室（分割使用は不可） 

講座室  

    別館 展示コーナー 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  的 

文化ホール、市民ホールや美術館で舞台・音楽・芸術に関するイベントや行事で施

設を使用する方への施設の使用許可などによる活動支援を通じて芸術文化の振興

を図ります。地域の文化団体や芸術家などとの打合せでは照明・音響・舞台進行・

展示指導など財団の専門性をいかした指導・助言を行い、後方の支援として安全・

安心・快適な施設が提供出来るよう管理を行います。 
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 ２ 文化ホール等で行う指定管理者業務のうち 

   非公益目的での施設貸与並びに施設管理（その他の事業１） 

文化ホール等で行う指定管理業務での施設貸与のうち、当財団で設定した公益・非公益の基準に照            

らして非公益となる事業全般に対して、呉市の文化活動の振興のため施設利用者の利便性向上を推進する 

ために行う利用者支援事業をその他事業１として区分します。 

 

    （１）非公益目的での施設貸与（その他１）       

 

 

 

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 文化ホール 

○住  所：呉市中央三丁目１０番１号 

○施設概要：ホール（１，６２０席、車イス席６席含む）、楽屋１、 

楽屋２、楽屋３、楽屋５、楽屋６、控室１、展示室１、 

展示室２、多目的室、リハーサル室、練習室１、練習室２、 

練習室３ 

２ 市民ホール 

○住  所：呉市中央４丁目１番６号 呉市役所１階 

○施設概要：ホール（５８１ 席 車椅子席６席含む）、楽屋１、 

      楽屋２、楽屋３、楽屋４、多目的室 

  

   （２）施設利用者サービスの為の販売事業（その他１）  

①自動販売機の設置、②チケットの委託販売    

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 自動販売機の設置 

○住  所：文化ホール 呉市中央三丁目１０番１号   

      （行政財産使用許可による） 

○設置場所：１階、２階 

○設置台数：４台 

２ チケットの委託販売 ○取扱い窓口：文化ホール、市民ホール受付窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  的 

舞台・音楽芸術に関する公演、演奏会、発表会、練習等のため施設を使用する方へ

の施設の使用許可などによる活動支援を通じて芸術文化の振興を図ります。地域の

文化団体や芸術家などとの打合せでは照明・音響・舞台進行など財団の専門性をい

かした指導・助言を行い、後方の支援として安全・安心・快適な施設が提供出来る

よう管理を行います。 

目  的 
文化ホールの施設利用者への利便性向上を推進するために①自動販売機、②チケッ

トの委託販売の各販売事業を行います。 
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   （３）友の会運営事業（その他１）           

 

 

 

事 業 名 事 業 内 容・事 業 数など 

１ 友の会運営事業 

○募集対象：広く一般市民が対象 

○募集方法：文化ホール、市民ホールと美術館の広報活動と合わせて実

施 

○会員種別：個人、グループ、法人 

○会  費：年会費（個人2,000円、ｸﾞﾙｰﾌﾟ 4,000円、法人 10,000円） 

○会員特典：チケットの先行販売、チケットの割引、情報紙の郵送など 

○情報提供：情報紙の郵送、ＨＰでの告知。 

 

目  的 
財団の公益事業を補完する事業の一環として、友の会運営事業をその他事業と位置

づけて行います。 


